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児
童
扶
養
手
当

一
部
支
給
停
止
措
置
の
導
入

あ
づ
み
野
ラ
ン
ド
健
康
教
室

長
峰
山
　
天
平
の
森 

安
曇
野
学
校

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
カ
ー
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

自転車の交通ルールの厳格化

改正ポイント

最近、市内を含めて全国的に自転車による交通事故が増加傾向にあります。
そこで、今月は、自転車を利用するときのルールを確認しましょう。

改正道路交通法 ⑤

　
平
成
１４
年
の
母
子
お
よ
び
寡
婦
福

祉
法
等
の
改
正
に
基
づ
き
、
４
月
か

ら
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
で
下
記

の
対
象
者
に
一
部
支
給
停
止
措
置（
支

給
額
の
２
分
の
１
が
支
給
停
止
）が
適

用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
措
置
は
、
「
児
童

扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外

理
由
届
出
書
」
お
よ
び
添
付
書
類
を

提
出
す
る
と
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。

５
年
な
ど
経
過
月
を
迎
え
る
受
給
者

に
は
、
対
象
月
の
前
々
月
に
「
児
童

扶
養
手
当
の
受
給
に
関
す
る
重
要
な

お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す
。
確
認

の
上
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象

①
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
開
始
月
の

　
初
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
経
過
し

　
た
人（
認
定
請
求
を
し
た
日
に
３
歳

　
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
受
給
資

　
格
者
は
、
当
該
児
童
が
３
歳
に
達

　
し
た
翌
月
か
ら
起
算
し
て
５
年
を

　
経
過
す
る
と
き
）

②
支
給
要
件
に
該
当
し
て
か
ら
７
年

　
経
過
し
た
人

※
起
算
開
始
日
は
、
①
・
②
と
も
に

　
平
成
１５
年
４
月
１
日

　
穂
高
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
内

�
児
童
保
育
課
児
童
係

�（
4
８１
・
０
７
２
７
6
８１
・
０
７
０
３
）

�
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
福
祉
係

�平成２０年度の「農地・水・環境保全
向上対策事業」の取り組みに参加を希
望する地区の受け付けをします。
�現在、市内では、地域の農業者、非
農業者、自治会、関係団体などの皆さ
んが参加して立ち上げた、１２の活動組
織が「農地・水・環境保全向上対策事
業」に取り組んでいます。
�この事業は、各集落で高齢化や混住
化が進む中、農道や用排水路などを守り、
将来に伝えるため、共同活動により、
手入れを行い、新たなコミュニティづ
くりと理解を深め「資源・自然環境・
景観」の保全と向上を図るものです。
�事業の詳細、新たに参加を希望する
地区がありましたら、４月中旬までに
産業観光部耕地林務課まで連絡をお願
いします。
�
　 三郷総合支所内
� 産業観光部耕地林務課耕地係
�　　　　　（4７７・３１１１ 6７７・６０６０）

平成20年度

農地･水･環境保全向上対策事業

○自転車は、軽車両で『車』の１種類です。

　道路交通法上、自転車は「車両」の一種です。よって、歩道と車道の区別があるところでは、車道を
通行するのが原則です。また、車道では、原則として左側端を通行しなければなりません。
�著しく歩行者の通行を妨げる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は歩行者
の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
�
○自転車でも違反をすると以下のような罰則が適用されます

  

　 安曇野警察署（4７２・０１１０）または堀金総合支所内危機管理室（4７２・６７６９ 6７２・６７３９）

安全運転の義務

３カ月懲役または５万円以下の罰金

道路および交通等の状況に応じて、他

人に危害を及ぼさないような速度と

方法で運転しなければなりません。

夜間、前照灯および尾灯の点灯

５万円以下の罰金

夜間、自転車で道路を走るときは、前

照灯および尾灯（または反射器材）を

つけなければなりません。

並進の禁止

２万円以下の罰金または科料

「並進可」の標識があるところ以外で

は、並んで走ってはいけません。

２人乗りの禁止

５万円以下の罰金/２万円以下の罰金または科料

自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、

６歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除いて、原則とし

て禁止されています。

酒気帯び運転の禁止

５年以下の懲役又は100万円以下の罰金（酒に酔った状態で運転した場合）

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

　
市
で
は
、
行
政
改
革
推
進
委
員
会

の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

�
安
曇
野
市
行
財
政
改
革
大
綱（
第
１

次
）お
よ
び
行
政
経
営
改
革
プ
ラ
ン
の

進
行
管
理
、
安
曇
野
市
行
財
政
改
革

大
綱（
第
２
次
）の
策
定
に
あ
た
り
、

ご
意
見
を
伺
い
ま
す
。

■
応
募
資
格
　
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
人
ま
た
は
勤
務
す
る
人
で
２０
歳

　
以
上
の
人
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

　
る
人
を
除
き
ま
す
。

①
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
議
会

　
の
議
員

②
常
勤
の
国
家
公
務
員
お
よ
び
地
方

　
公
務
員

③
本
市
の
附
属
機
関
等
の
公
募
に
よ

　
る
委
員
で
あ
る
人

■
任
期
　
委
嘱
の
日（
平
成
２０
年
５
月

　
を
予
定
）か
ら
２
年
間

■
委
員
会
　
市
長
の
委
嘱
す
る
１５
人

　
以
内
で
、
公
募
委
員
・
学
識
経
験
者
・

　
民
間
団
体
の
代
表
者
な
ど
で
構
成
。

■
公
募
人
数
　
５
人

■
応
募
方
法
　
各
総
合
支
所
地
域
支
援

　
課
窓
口
に
備
え
付
け
の
申
込
書
に
必

　
要
事
項
を
記
入
し
、
小
論
文（
８
０
０

　
字
程
度
、
様
式
は
任
意
）を
添
え
て
、

　
郵
送
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

■
小
論
文
テ
ー
マ
　
「
厳
し
さ
を
増
す

　
財
政
状
況
下
で
の
行
財
政
改
革
と

　
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
」

■
選
考
方
法
　

①
申
込
書
お
よ
び
小
論
文
に
よ
る

　
書
類
選
考
を
行
い
ま
す
。

②
選
考
を
公
平
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、

　
選
考
委
員
会
を
設
け
ま
す
。

③
選
考
結
果
は
、
応
募
者
全
員
に

　
４
月
末
日
ま
で
に
通
知
し
ま
す
。

■
応
募
期
限
　
４
月
１４
日（
月
）

�
　
　
　
　
　
　
　（
当
日
消
印
有
効
）

■
そ
の
他
　
委
員
会
は
、
委
員
と
な

　
ら
れ
た
皆
さ
ん
が
出
席
し
や
す
い

　
時
間
・
曜
日
で
の
開
催
を
予
定
し

　
て
い
ま
す
。

　
〒
３
９
９-

８
２
０
５

�
安
曇
野
市
豊
科
４
９
３
２-

４
６

�
総
務
部
行
政
改
革
推
進
室

�（
4
７１
・
２
０
０
０
6
７１
・
５
１
５
５
）

Ｅ
メ
ー
ル

gyoukaku@
city.azum

ino.nagano.jp

　
あ
づ
み
野
ラ
ン
ド
で
は
、
４
月
か

ら
始
ま
る
健
康
教
室
の
参
加
者
を
募

集
し
ま
す
。

■
募
集
コ
ー
ス

・
ア
ク
ア
ビ
ク
ス（
火
曜
日
コ
ー
ス
）

�
開
始
日
　
４
月
８
日（
火
）

・
ア
ク
ア
ビ
ク
ス（
金
曜
日
コ
ー
ス
）

�
開
始
日
　
４
月
１１
日（
金
）

【
共
通
事
項
】

・
時
間
　
午
後
１
時
４５
分
〜

・
定
員
　
各
４０
人

・
受
講
料
　
３
、０
０
０
円

・
使
用
料
（
毎
回
）
６
０
０
円

※
入
浴
料
込
み
で
す

■
申
込
期
間
　

�
３
月
２５
日（
火
）〜
２９
日（
土
）

■
申
込
方
法

　
電
話
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く

　
だ
さ
い
。
な
お
、
受
付
時
間
は
午

　
後
１
時
３０
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　
申
込
多
数
の
場
合
は
、
３
月

３０
日（
日
）

　
午
後
２
時
か
ら
あ
づ
み
野
ラ
ン
ド

　
フ
ロ
ン
ト
前
で
抽
選
を
し
ま
す
。

　
あ
づ
み
野
ラ
ン
ド

�（
4
８２
・
０
２
５
６
6
８２
・
０
２
５
７
）

　
「
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
カ
ー
ビ
ン
グ
ス
ク

ー
ル
・
天
平
の
森
」の
受
講
者
を
募
集

し
ま
す
。

�
日
本
の
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
カ
ー
ビ
ン

グ
ア
ー
ト
の
先
駆
け
で
あ
る
伴
正
史

さ
ん
が
塾
長
を
務
め
、
３
人
の
講
師

が
個
別
指
導
し
ま
す
。

■
開
催
日
程
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時

�
４
月（
連
日
２
回
）、

�
５
〜
７
、
９
〜
１０
月
の
第
３
土
曜
日

■
場
所
　
長
峰
山
「
天
平
の
森
」

■
対
象
　

１６
歳
以
上（
未
成
年
者
は
、

�
保
護
者
の
同
意
が
必
要
）

■
定
員
　
２５
人（
先
着
順
）

■
受
講
料
お
よ
び
支
払
方
法
　

�
１
回
　
１
万
３
、０
０
０
円

�（
講
習
料
、
昼
食
、
材
料
代
含
む
）

・
前
期（
４
回
分
）５
万
２
、０
０
０
円

・
後
期（
３
回
分
）３
万
９
、０
０
０
円

※
一
括
の
場
合
は
８
万
４
、０
０
０
円

■
申
込
方
法
　
電
話
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は

　
直
接
来
館
し
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�
受
付
時
間
は
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時

■
申
込
期
限
　
４
月
１０
日（
木
）

　
天
平
の
森

�（
4
６２
・
６
２
３
５
6
６２
・
６
２
３
６
）

安
曇
野
市

行
政
改
革
推
進
委
員
会
委
員
を
募
集


